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日 本 ではアメリカのような公 式 の都 市 圏 が設 定 されていないため、研 究 者 が独 自 に都 市 圏 定 義

を提 案 している。本 論 文 の目 的 は、研 究 者 及 び政 策 担 当 者 が幅 広 く利 用 できる新 しい都 市 圏

設 定 基 準 を提 案 することにある。これまでの日 本 における都 市 圏 の定 義 事 例 からみた問 題 点 や

現 在 の通 勤 交 流 パターンに基 づく都 市 構 造 を踏 まえ、３つの代 替 的 な都 市 圏 設 定 基 準 につい

て比 較 検 討 を行 った。その結 果 に基 づき、 (1 )中 心 都 市 を DID 人 口 によって設 定 し、 (2 )郊 外 都

市 を中 心 都 市 への通 勤 率 が 10 ％以 上 の市 町 村 とし、 (3 ) 同 一 都 市 圏 内 に複 数 の中 心 都 市 が

存 在 することを許 容 する都 市 圏 設 定 基 準 を提 案 する。  
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１．はじめに 

 

都 市 化 の 進 展 に よ り 都 市 空 間 は 外 延 的 に

拡 大 し、都 市 における種 々の日 常 的 な活 動 が

行 政 上 の境 界 を越 えて営 まれることになった。

したがって、都 市 化 や都 市 問 題 について研 究

するためには、都 市 空 間 を行 政 上 の市 域 に限

定 して取 り扱 うのでは不 十 分 であり、実 質 的 な

都 市 空 間 として｢都 市 圏 ｣という概 念 が必 要 に

なる。都 市 圏 は、日 常 的 な活 動 の空 間 的 な広

がりに着 目 して定 義 される結 節 地 域 であり、一

般 に 、 中 心 都 市 と 、 そ れ と 社 会 的 ・ 経 済 的 に

密 接 な 関 係 を 有 す る 周 辺 地 域 、 す な わ ち 郊

外 、が統 合 されて形 成 される。 

アメリカでは 1947 年 から公 式 の都 市 圏 が設

定 され、各 種 の統 計 データが都 市 圏 単 位 で整

備 されている。これに対 して、日 本 では政 府 レ

ベルの取 り組 みは存 在 せず、何 人 かの研 究 者

が独 自 に都 市 圏 定 義 を提 案 しているに過 ぎな

い。したがって、都 市 圏 単 位 のデータ整 備 が遅

れ て お り 、 都 市 に 関 す る実 証 研 究 が 進 まない

原 因 の一 つとなっている。この状 況 は、都 市 研

究 者 のみならず、都 市 政 策 ・地 域 政 策 の改 善

にとっても好 ましいことではない。この論 文 の目

的 は、研 究 者 及 び政 策 担 当 者 が幅 広 く利 用

で き る 新 し い 都 市 圏 設 定 基 準 を提 案 すること

である。 

日 本 においてこれまでに提 案 された都 市 圏

の主 なものは、1960 年 代 から 70 年 代 にかけて

ア メ リ カ で 用 い ら れ て き た SMSA （ Standard 

Metropol i tan Stat ist ica l  Area）とほぼ同 じ考

え方 に基 づく。しかし、アメリカでは 1980 年 代

に相 互 交 流 の大 きい都 市 圏 を連 結 する CMSA 

(Consol idated Metropol i tan Stat ist ica l  

Area)が導 入 され、さらに、2000 年 人 口 センサ

スからは、これまでの都 市 圏 定 義 とはかなり異

なる CBSA (Core Based Stat ist ica l  Area)が

導 入 されている。この論 文 では、これらの動 向

を踏 まえて、日 本 の都 市 圏 の定 義 としてはどう

いうものが望 ましいかを検 討 する。 

この論 文 の構 成 は以 下 のとおりである。2 節

では既 存 の都 市 圏 定 義 を解 説 し、それらの問

題 点 を指 摘 する。新 しい都 市 圏 定 義 を考 える

前 提 として、3 節 で日 本 の都 市 における居 住

及 び通 勤 交 流 のパターンを概 観 する。4 節 で

は、新 しい都 市 圏 定 義 の代 替 案 として、「従 業

常 住 比 基 準 」、「DID 人 口 基 準 」、「都 市 圏 内

通 勤 率 基 準 」の３つを取 り上 げ、それらを比 較

検 討 する。5 節 では、DID 人 口 基 準 案 に絞 り、

中 心 都 市 設 定 方 式 に つ い て 、 「 市 町 村 複 数

中 心 」、「市 町 村 単 一 中 心 」、「区 市 町 村 複 数

中 心 」の３つを検 討 する。本 稿 での結 論 は、市
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町 村 複 数 中 心 の DID 人 口 基 準 が現 時 点 では

最 も望 ましいというものである。最 後 に、6 節 で

結 語 を述 べる。 

 

２．既存の都市圏定義 
 

（１） 日本の都市圏定義 
都 市 圏 の定 義 の代 表 的 な例 はアメリカ合 衆

国 の 大 都 市 圏 で あ る 。 現 在 は 、 行 政 予 算 局

OMB（Off ice o f  Management and Budget）が

定 める基 準 に従 って大 都 市 圏 が定 義 され、各

種 統 計 の地 域 表 章 や都 市 研 究 に用 いられて

いる。その公 式 の定 義 は 1947 年 に始 まるが、

1959 年 の改 定 以 降 は Standard Metropol i-

tan Stat ist ica l  Area (SMSA) という名 称 で知

られてきた。しかし、1983 年 に設 定 基 準 の大 幅

な見 直 しが行 われ、大 都 市 圏 の名 称 も Met-

ropol i tan Stat ist ica l  Area  (MSA) に変 更 さ

れた。現 在 の定 義 は 1990 年 に改 定 されたもの

で、大 都 市 圏 は総 称 として Metropol i tan Area 

(MA) と 呼 ば れ 、 Metropol i tan Stat ist ica l  

Area (MSA) 、 Consol idated Metropol i tan 

Stat ist ica l  Area (CMSA) 、 Primary Metro-

pol i tan Stat ist ica l  Area (PMSA) の 3 種 類 の

大 都 市 圏 が 定 義 さ れ て い る 1 ) 。 さ ら に 、

Metropol i tan Area Standards Review Com-

mittee (2000) 2 ) が 、 こ れ ま で の 都 市 圏 の 設 定

基 準 を全 面 的 に見 直 し、新 たな都 市 圏 の設 定

基 準 を提 案 した。これを受 けて、2000 年 の人

口 セ ン サ ス か ら は 、 Core Based Stat ist ica l  

Area (CBSA)と呼 ばれる都 市 圏 が用 いられるこ

と に な っ た （ Off ice o f  Management and 

Budget (2000) 3 ））。 

日 本 においては、公 式 の都 市 圏 として総 務

庁 統 計 局 による「大 都 市 圏 」と「都 市 圏 」の定

義 があるが、それらは政 令 指 定 都 市 と人 口 50

万 人 以 上 の大 都 市 を中 心 都 市 とする大 規 模

な都 市 圏 に限 定 されている。1995 年 の国 勢 調

査 では７つの「大 都 市 圏 」と４つの「都 市 圏 」が

設 定 さ れ て い る に す ぎ な い （ 総 務 庁 統 計 局  

（1999）4 ））。そのため、アメリカの MA と同 様 の

レベルの都 市 圏 に基 づく研 究 を行 うためには、

個 々の研 究 者 が独 自 の基 準 によって都 市 圏 を

定 義 しているのが現 状 である。たとえば、アメリ

カの SMSA を踏 まえた都 市 圏 の定 義 事 例 とし

ては Glickman (1979)  5 )による地 域 経 済 クラス

タ ー REC (Regional  Economic Cluster) 、

Kawashima (1982)  6 )および Kawashima et a l .  

(1993)  7 ) の 機 能 的 都 市 核 FUC (Funct ional  

Urban Core) が あ る 。 さ ら に 、 山 田 ・ 徳 岡

(1983)8 ) は 、 こ れ ら の 先 行 研 究 も 参 考 に し て 、

標 準 大 都 市 雇 用 圏 SMEA (Standard Met-

ropol i tan Employment Area)を提 案 した。 

都 市 圏 の定 義 においてこれまで一 般 的 であ

ったのは、中 心 都 市 と郊 外 の設 定 基 準 を別 々

に設 ける方 式 である。前 者 は中 心 都 市 としての

資 格 要 件 であり、後 者 は郊 外 と判 定 するため

に必 要 な条 件 で、都 市 的 性 格 と中 心 都 市 との

結 合 度 に関 するものである。SMEA の定 義 にお

いては、中 心 都 市 の資 格 を示 す条 件 として人

口 規 模 、非 1 次 産 業 就 業 比 率 、昼 夜 間 人 口

比 、 総 流 出 就 業 者 比 率 の ４ つが 、また、郊 外

の 条 件 としては、都 市 的 性 格 を表 わす基 準 と

して非 1 次 産 業 就 業 比 率 、中 心 都 市 との結 合

度 の 条 件 として中 心 都 市 への 流 出 就 業 者 比

率 （通 勤 比 率 ）が用 いられている。 

表 ―1 には、1995 年 における日 本 の都 市 圏

の 定 義 事 例 と し て 、 SMEA （ 徳 岡 一 幸 （ 1998 ）
9 ） ） と と も に 、 総 務 庁 統 計 局 （ 1999 ） 4 ) に よ る大

都 市 圏 ・都 市 圏 、川 嶋 等 の FUC に基 づく三 菱

総 研 （1999）1 0 )の都 市 圏 、日 経 産 業 消 費 研 究

所 （2000） 1 1 )の都 市 圏 のそれぞれについて、設

定 基 準 と、定 義 された都 市 圏 の数 と規 模 が併

せて掲 載 されている。これらの都 市 圏 は、いず

れも最 初 に中 心 都 市 が決 められ、次 にそれぞ

れ の 中 心 都 市 への 通 勤 者 、または、通 勤 ・ 通

学 者 の割 合 によって郊 外 を形 成 する市 町 村 が

決 められる。このように、都 市 圏 を定 義 するルー

ルは共 通 であるが、中 心 都 市 や郊 外 になるた

めの基 準 は異 なっている。 

総 務 庁 統 計 局 が定 義 する都 市 圏 では中 心

都 市 の 条 件 が 人 口 規 模 の み で あ る の に 対 し

て、SMEA と川 嶋 ・三 菱 総 研 の都 市 圏 の中 心

都 市 は、人 口 に加 え、昼 夜 間 人 口 比 で示 され

る雇 用 中 心 としての中 心 性 の程 度 が条 件 とな

る。さらに、SMEA では都 市 的 性 格 の条 件 が加

えられている。人 口 規 模 の条 件 は SMEA が最

も緩 やかであるが、雇 用 中 心 としての条 件 は、

SMEA は昼 夜 間 人 口 比 のみではなく、中 心 都

市 からの通 勤 流 出 に対 して制 限 を設 けており、

よ り 厳 し いも の に なっている。一 方 、総 務 庁 統

計 局 の 大 都 市 圏 と川 嶋 ・ 三 菱 総 研 の都 市 圏

には、中 心 都 市 が互 いに近 接 する場 合 は統 合

して一 つの都 市 圏 とするという併 合 条 件 が設 け

ら れ て お り 、 複 数 の 中 心 都 市 を も つ 都 市 圏 を

定 義 することが可 能 になる。しかし、SMEA には

このような条 件 はなく、すべての都 市 圏 が単 一

の中 心 都 市 をもつことになる。 

以 上 の よ う な 条 件 の 違 い が も た ら す 影 響 を

1995 年 の東 京 圏 で比 較 すると、総 務 庁 の大
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都 市 圏 で は 特 別 区 部 と 千 葉 市 、 横 浜 市 、 川

崎 市 の４都 市 を中 心 都 市 とする京 浜 葉 大 都 市

圏 が 、 川 嶋 ・ 三 菱 総 研 の 都 市 圏 で は 特 別 区

部 と 八 王 子 市 、 立 川 市 、 武 蔵 野 市 を 中 心 都

市 とする東 京 都 市 圏 が定 義 される。しかし、東

京 SMEA の中 心 都 市 は東 京 特 別 区 部 のみで

ある。総 務 庁 の京 浜 葉 大 都 市 圏 において中 心

都 市 になる千 葉 、横 浜 、川 崎 の 3 市 は、他 の

定 義 では郊 外 とみなされる。同 様 に、川 嶋 ・三

菱 総 研 の東 京 都 市 圏 で中 心 都 市 になる八 王

子 、立 川 、武 蔵 野 の 3 市 も、他 の定 義 では郊

外 に位 置 づけられる。 

 

 

表 ―1 日 本 の都 市 圏 (1995 年 ) 

 

大都市圏 都市圏

中心都市 常住人口（夜
間人口）

東京特別区部及
び政令指定都市

大都市圏に属さ
ない人口50万人
以上の市

10万人以上の市 5万人以上の市
郊外をもつ市
（人口の条件な
し）

昼夜間人口比 - - １以上 １以上 -
(1)他の特定の
中心都市への流
出就業者比率が
15％未満

(2)総流出就業
者比率が30％未
満
の2つの基準を
満たす。

非一次就業者
比率 - - - 75％以上 -

併合条件
中心都市が互い
に接近する場合
は統合

-
20km以内の場合
には中心都市を
併合

- -

中心都市への流
出通勤・通学者
の常住人口に占
め る 割 合 が
1.5％以上

中心都市への流
出通勤・通学者
の常住人口に占
め る 割 合 が
1.5％以上

（ただし、周辺
が郊外の条件を
みたす市町村で
囲まれている場
合は郊外）

（ただし、周辺
が郊外の条件を
みたす市町村で
囲まれている場
合は郊外）

非一次就業者
比率 - - - 75％以上 -

中心都市選択
条件 - -

流出就業者比率
が最も高い中心
都市の郊外

流出就業者比率
が最も高い中心
都市の郊外

-

空間的連続性 中心都市と連続 中心都市と連続 - - -

- - -
総人口10万人以

上 -

7 4 87 124 452

13 4 113 124 -

773 139 1,673 1,107 -

786 143 1,786 1,231 -

52,150.93 11,196.12 157,870.03 107,858.78 -

73,496,190 5,252,051 107,624,450 96,996,441 -

24.3 4.4 55.2 38.1 -

13.8 3 41.8 28.5 -

58.5 4.2 85.7 77.2 -

流出比率 - -

注）日経産業消費研究所による都市圏の定義では圏域の重複が認められているので、市町村数や人口の合計を
求めていない。

国勢調査（総務庁統計局）

都市圏規模

Functional
Urban Core

SMEA 日経産業消費研
究所

中心都市への流
出通勤・通学者
比率が10％以上

都市圏数

中心都市数合計

郊外 流出比率

中心都市への流
出就業者比率が
5％以上、また
は、流出就業者
数が500人以上

中心都市への流
出就業者比率が
10％以上

- -

郊外市町村数合計

都市圏市町村数合計

都市圏面積合計（kｍ2）

都市圏人口合計（人）

全国に占める割合（％）

都市圏市町村数合計

圏域面積合計

圏域人口合計
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郊 外 の条 件 については、SMEA では都 市 的

性 格 と中 心 都 市 との結 合 度 の２つの条 件 を含

む が 、 他 は 中 心 都 市 と の 結 合 度 の み で あ る 。

中 心 都 市 との結 合 度 は、いずれの定 義 も中 心

都 市 への通 勤 流 出 比 率 （あるいは通 勤 ・通 学

流 出 比 率 ）で表 されるが、その閾 値 は異 なる。

総 務 庁 の基 準 が最 も低 い値 で、SMEA が最 も

高 い 。 こ の よ う な 閾 値 の 違 いに より、都 市 圏 の

大 きさに顕 著 な差 が出 ている。京 浜 葉 大 都 市

圏 の郊 外 は茨 城 、栃 木 、群 馬 、埼 玉 、千 葉 、

東 京 、神 奈 川 、山 梨 、静 岡 の 9 都 県 の 246 市

町 村 を含 むのに対 して、川 嶋 ・三 菱 総 研 の東

京 都 市 圏 の郊 外 は 156 市 町 村 、東 京 SMEA

は 120 市 町 村 である。 

これらのアプローチはある程 度 の大 きさをもつ

都 市 圏 を取 り出 すという意 味 では自 然 なもので

ある。しかし、人 口 密 度 や就 業 者 密 度 が高 く都

市 的 性 格 が濃 厚 な地 域 で、都 市 圏 に含 まれな

いものが出 てくるという問 題 点 をもっている。たと

えば、1985 年 以 前 の SMEA には県 庁 所 在 都

市 である山 口 市 は含 まれていない。FUC では、

県 庁 所 在 都 市 は自 動 的 に中 心 都 市 に含 める

と い う ル ー ル を 設 定 し て 、 県 庁 所 在 都 市 が 漏

れないようにしていたが、これは恣 意 的 であると

の批 判 を免 れないであろう。 

こ れ ら と 異 なった発 想 で都 市 圏 設 定 を行 っ

た も の と し て 、 竹 内 章 悟 の 「 統 合 都 市 地 域 」

（IMA： Integrated Metropol i tan Area）がある
1 2 ) 。これは、通 勤 通 学 パターンに基 づいて、通

勤 通 学 による交 流 が大 きい地 域 を逐 次 的 に都

市 圏 に 統 合 し て い く と い う 手 法 を と る 。 す な わ

ち、隣 接 する２つの市 町 村 を一 つの地 域 とみな

したとき、地 域 内 就 業 就 学 率 が、それぞれの市

町 村 の 市 内 就 業 就 学 率 より大 きくなる場 合 、

当 該 2 市 町 村 の一 体 性 は高 いと考 えられ、同

一 の都 市 圏 を構 成 するものとする。このようにし

て統 合 した都 市 圏 をまた一 つの地 域 と考 え、こ

の地 域 からの域 外 就 業 就 学 先 上 位 3 市 町 村

に ついて、同 様 の 検 討 を行 い、条 件 を満 たす

地 域 が複 数 個 存 在 するときには、統 合 後 の域

内 就 業 就 学 率 が最 大 となる市 町 村 との組 み合

わせを最 も統 合 レベルの高 い組 み合 わせとして

採 用 す る 。 こ の ル ー ル に 従 っ て 、 市 町 村 の 統

合 を繰 り返 し、収 束 したときの都 市 圏 が IMA で

ある。 

 

（２）SMEA の定義結果からみた問題点 
SMEA の設 定 基 準 は、唯 一 の雇 用 中 心 をも

つ単 一 中 心 的 な都 市 圏 構 造 を仮 定 している。

しかし、都 市 化 の進 展 にともなって人 口 や企 業

の 分 散 が 進 み 、 そ れに よって通 勤 流 動 の パタ

ー ン も 多 様 化 し 、 東 京 の よ う な 大 都 市 地 域 に

おいては複 数 中 心 的 な構 造 を強 めつつある。

と く に 、 1995 年 の 設 定 作 業 の 結 果 をみると、

SMEA の定 義 のもとでは空 間 構 造 の変 化 を十

分 に反 映 することが困 難 になっている。 

単 一 中 心 的 な都 市 圏 構 造 を前 提 にすると、

特 定 の中 心 都 市 との間 の密 接 な結 びつきを重

視 する上 では、結 合 度 の閾 値 は高 いほど望 ま

しいといえる。しかし、その一 方 で、雇 用 の分 散

化 が進 み通 勤 パターンが多 様 化 した地 域 にお

いては、中 心 都 市 への通 勤 流 出 という指 標 の

みからは特 定 の中 心 都 市 との結 びつきは相 対

的 に 低 下 す る こ と に な り 、 複 数 の 中 心 都 市 に

近 接 した地 域 のなかにいずれの都 市 圏 にも含

まれない市 が存 在 する傾 向 が強 まる。 

1995 年 の国 勢 調 査 時 点 で人 口 が 5 万 人 以

上 の市 は 441 あるが、そのなかの 60 市 は中 心

都 市 としての条 件 をみたさず、かつ、いずれの

SMEA の郊 外 にも含 まれなかった。これらのな

かの 16 市 は人 口 が 10 万 人 以 上 である。10 万

人 という規 模 は、1 都 市 のみで SMEA を形 成 し

う る 規 模 で あ り 、 都 市 圏 が 都 市 分 析 の た め の

地 域 単 位 であるということを考 えると、これらの

都 市 が都 市 圏 の定 義 から漏 れることは問 題 で

あろう。 

また、いずれの SMEA にも属 さない市 の通 勤

特 性 をみると、多 くの市 で総 通 勤 流 出 比 率 が

30％を超 えており、多 数 の常 住 就 業 者 が市 外

へ通 勤 している。しかし、流 出 先 市 町 村 が複 数

存 在 し、必 ずしも特 定 の市 町 村 の郊 外 になっ

ているわけではない。このような市 の半 数 近 くは

東 京 SMEA の周 辺 部 に存 在 する。これらと東

京 SMEA に属 する都 市 の間 の結 合 関 係 を描 く

と図 ―1 のようになる。SMEA の定 義 では、市

原 、平 塚 、横 須 賀 などの都 市 は、東 京 SMEA

に属 する複 数 の都 市 との間 で相 当 の関 係 を有

するにもかかわらず、都 市 圏 から除 外 されてし

まう。SMEA 中 心 都 市 の郊 外 の条 件 は満 たさ

な い も の の 、 圏 域 内 の 他 の 市 との 間 で密 接 な

相 互 依 存 関 係 を有 しており、本 来 は圏 域 に含

まれることが望 ましい。 

こ の よ う な 現 実 と の ず れ を 是 正 す る た め に

は、 

1) 通 勤 流 出 の上 からは都 市 圏 の郊 外 に位 置

づけられる一 方 で、周 辺 からの通 勤 流 入 も

多 く雇 用 中 心 としての機 能 も同 時 に担 う都

市 を中 心 都 市 にできるように中 心 都 市 の条
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件 を緩 和 する、 

あるいは、 

2) 結 合 度 の判 定 にあたって中 心 都 市 への通

勤 流 出 の みでなく、郊 外 の 市 町 村 への 通

勤 流 出 も合 わせて考 慮 する、 

な ど の 変 更 が 考 え ら れ る 。 い ず れ に し て も 、

SMEA の定 義 では無 視 されてしまう千 葉 市 や

横 浜 市 のような都 市 への通 勤 流 出 を考 慮 する

必 要 がある。 

 

 

図 ―1 東 京 SMEA の構 造  

 

東京特別区部

千葉市

横浜市

市原市

袖ケ浦市

平塚市

厚木市

成田市

伊勢原市

綾瀬市

横須賀市

三浦市

藤沢市

八街市

あきる野市

青梅市

立川市

八王子市

茂原市

羽村市

木更津市 君津市

富津市

佐倉市

東金市

福生市

流出率10％以上の通勤先

流出率5％以上の通勤先

東京SMEA

秦野市

 
 

 

（３）新しい都市圏の定義に向けて 
SMEA を定 義 する作 業 の経 験 を踏 まえるな

ら、日 本 の新 しい都 市 圏 の定 義 にあたっては、

まず、中 心 都 市 の条 件 を再 検 討 する必 要 があ

る。SMEA の中 心 都 市 の条 件 は人 口 規 模 、都

市 的 性 格 、雇 用 中 心 としての中 心 性 の程 度 か

らなっていたが、特 に、雇 用 中 心 としての条 件

が見 直 されなければならない。また、都 市 的 性

格 が非 1 次 産 業 就 業 者 比 率 で表 されている

が 、その 意 味 と有 効 性 に疑 問 が寄 せられてい

る。 

前 述 のように、アメリカでは OMB による都 市

圏 定 義 の 全 面 的 な 見 直 し が 行 わ れ 注 1 、

Metropol i tan Area Standards Review Com-

mittee の最 終 報 告 書 2 )が 2000 年 7 月 に公 表

さ れ た 。 こ の 報 告 書 で は 新 た に CBSA （ Core 

Based Stat ist ica l  Area）と名 付 けた都 市 圏 定

義 を用 いることを提 唱 している。CBSA は人 口

密 度 の 高 い 地 域 （ Urbanize Area あるいは、

Urban Cluster）で一 定 人 口 規 模 （1 万 人 ）以

上 の人 口 をもつものをすべて都 市 圏 として設 定

している。そして、Urbanized Area の人 口 が 5

万 人 以 上 のものを Metropol i tan Area と呼 び、

Urban Cluster の人 口 が 1 万 人 以 上 5 万 人 未

満 のものを Micropol i tan Area と呼 んでいる。

表 ―2 は、アメリカにおけるこれまでの都 市 圏 定

義 と CBSA を比 較 したものである。 

アメリカの都 市 圏 は郡 （county）を基 礎 的 単

位 として定 義 されるため、中 心 郡 の条 件 と郊 外

になる郡 の条 件 が定 められる注 2。中 心 郡 の条

件 は、人 口 の 50％以 上 が人 口 1 万 人 以 上 の

都 市 的 地 域 (urban areas)に居 住 しているか、

人 口 1 万 人 以 上 の都 市 的 地 域 の人 口 の 5000

人 以 上 が当 該 郡 に居 住 しているというものであ

る。 

アメリカの基 準 では、都 市 的 性 格 は人 口 集

積 の 程 度 で表 される。日 本 では、アメリカの都

市 化 地 域 （Urbanized Area）や都 市 的 小 地 域

（Urban Cluster）のような、市 町 村 の境 界 を越

え た 人 口 集 積 地 域 は国 勢 調 査 で定 義 されて

いない。日 本 の場 合 には、市 町 村 内 の人 口 密

度 の 高 い 地 域 と し て 人 口 集 中 地 区 （ DID, 

Densely Inhabited Distr ict ） が 設 定 されてい

る注 3。したがって、集 積 の指 標 としては DID 人

口 か人 口 密 度 を用 いることができる。これらのう

ち、人 口 密 度 については、市 町 村 合 併 が進 ん

で市 域 が拡 大 しているので、市 町 村 平 均 人 口

密 度 は都 市 集 積 の指 標 としては妥 当 しないケ

ー ス が 多 く な っ て い る 。 こ う い っ た 状 況 か ら み

て、これらの選 択 肢 のなかでは、DID 人 口 を用

いることが最 も望 ましいと思 われる。 

郊 外 に関 しては、アメリカの過 去 の基 準 では

人 口 密 度 や人 口 増 加 率 が都 市 的 性 格 を表 す

条 件 として加 えられていたが、新 しい提 案 では

中 心 郡 （county）への通 勤 流 出 比 率 が 25％以

上 であることのみが条 件 になっている。日 本 に

おいても、このような条 件 の簡 素 化 を行 うととも

に、通 勤 流 出 比 率 について閾 値 を見 直 すこと

が望 ましい。 

 
３．日本の都市構造 

 

まず、1995 年 の国 勢 調 査 データを用 いて、

日 本 の都 市 における居 住 と通 勤 交 流 のパター

ンがどうなっているかを概 観 する。都 市 圏 の核

となるのは人 口 密 度 が高 い地 域 である。DID 人

口 が 1 万 人 以 上 の市 町 村 は 724 存 在 し、それ
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らのうちで常 住 人 口 の総 数 が 5 万 人 以 上 のも

のは 440 である。DID 人 口 が 5 万 人 以 上 の市

町 村 は 297 となっている。 

人 口 密 度 の 高 い 地 域 の 多 くは他 地 域 への

通 勤 者 を抱 えるベッドタウンであり、他 地 域 から

の 流 入 が 多 くて雇 用 の 中 心 となっている市 町

村 の数 はそれほど多 くない。DID 人 口 1 万 人

以 上 の 724 市 町 村 のなかで、通 勤 流 入 が通 勤

流 出 を上 回 る（ 市 町 村 内 従 業 就 業 者 数 が常

住 就 業 者 数 を上 回 る）ものは、281 市 町 村 に

過 ぎない。DID 人 口 5 万 人 以 上 の 297 市 町 村

のなかで通 勤 流 入 が通 勤 流 出 を上 回 るものは

120 である。政 令 指 定 都 市 になっている人 口

規 模 の大 きな市 でも、横 浜 市 、千 葉 市 、川 崎

市 のように通 勤 流 出 が通 勤 流 入 を上 回 ってい

るケースが存 在 する。ただし、これらの市 の都 心

区 は通 勤 流 入 が流 出 を上 回 っており、DID 人

口 も 5 万 人 を超 えている。 

次 に、通 勤 パターンについてみていきたい。

まず、常 住 従 業 者 のうち他 市 町 村 に通 勤 して

いる人 の 割 合 （ 通 勤 流 出 率 ）は、全 従 業 者 の

平 均 では 32.0％である。各 市 町 村 の通 勤 流 出

率 を計 算 し、それを平 均 すると 34.8％となり、

全 従 業 者 の平 均 より若 干 高 くなる。これは、規

模 の小 さい市 町 村 の流 出 率 が高 くなる傾 向 が

あることによっているものと思 われる。 

 

 

表 ―2 アメリカの都 市 圏 設 定 基 準  

 

都市圏設定基準 MSA 1990 CBSA 2000 

区分 

MSA 

PMSA、CMSA：100万人以上のMSAに設定

できる。 

MA：5万人以上の都市化地域を含む 

Micropolitan Area：1万以上5万未満の都市化地域を含む 

MD：250万人以上のMAは分割可 

都市圏 
5万人以上の市を含むか、5万人以上の都市

化地域を含み、都市圏総人口が10万人以上 

1万人以上の人口の都市化地域を含む。 

中心郡 

（Central 

Counties） 

以下の基準のいずれかを満たす。 

(1) 中心市（あるいは、都市圏設定基準とな

る都市化地域に居住する中心市人口の

50％以上）を含む郡 

(2) 郡人口の50％以上が基準を満たす都市

化地域に居住 

郡の人口の50％以上が1万人以上の規模の都市化地域

に属しているか、5,000人以上が1万人以上の人口の単一

の都市化地域に属している。 

中心都市 

中心市 

（Central 

Cities） 

(1) 都市圏における最大の市，あるいは， 

(2) 人口25万あるいは就業者人口10万以上

の市，あるいは， 

(3) 人口2.5万以上、従業常住就業者比率

75％、通勤流出率60％未満の市 

等の条件を満たす市 

主都市(principal cities)は、 

(a) CBSA内の最大の市町村あるいはセンサス区域、 

(b) 25万以上の人口か10万以上の就業者を含む区域、 

(c) 1万以上の人口をもち、最大地域の1/3以上の規模で、

かつ従業常住就業者比率が1以上の区域 

を含む。 

郊外 

郊外郡 

（Outlying 

Counties） 

就業者の50％以上が中心郡に通勤し、か

つ、人口密度が25人／平方マイル以上か人

口の10％以上乃至は5000人以上が都市化

地域に居住等の条件を満たす。 

就業者の25％以上が中心郡に通勤するか、25％以上の

従業者が中心郡に居住している。 

併合条件 

中心郡が他都市圏の中心郡の郊外の条件

を満たす場合には、両方の郡が一つの都市

圏の中心郡となる 

中心郡（複数可）が他のCBSAの郊外の場合にはCBSAを

併合する。 

1次都市圏 

（PMSA, MD） 

PMSAは都市圏内の1つ乃至は複数の郡で

総人口が100万以上で 

(1) 人口10万人以上、 

(2) 60％以上が都市的、 

(3) 郡外での就業が35%以下、 

(4) 人口2,500以下がMSAの中心市 

等の条件をみたすもの． 

(1)MDはMA内の一つあるいは複数の郡から構成されてお

り、250万人以上の単一の核をもつ。 

(2)MCは以下の条件を満たす。 

(a)50％以上の常住就業者が郡内で就業 

(b)従業常住比率が0.75以上 

(c)一つの郡への流出率が15％未満 

(3)MA内の郡はMCへの通勤流出率が最高のDivisionに割

り当て。 

(4)MD内の郡は隣接。 

連結基準 

2つの隣接したMSAは通勤交流率が15％以

上等の条件が満たされている場合には連結

する。 

通勤交流率が25％以上の隣接するCBSAは連結する。 

通勤交流率が15％と25％の間の場合は地域意見によって

連結することができる。 

連結するCBSAは別個の都市圏としての地位も維持する。 

注 ） 以 下 の 略 称 を 用 い て い る 。 MSA (Metropo l i tan  Stat i s t ica l  Area) 、 PMSA (Pr imary Metropo l i tan  
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Stat is t ica l  Area)、CMSA (Conso l idated Metropo l i tan  Stat is t ica l  Ar ea)、CBSA (Core Based Stat is t i-

ca l  Area)、MA (Metropo l i tan  Area)、MD (Metropo l i tan  D iv is ions)、PC (Pr inc ipa l  C i t ies )、MC (Ma in  

County)。また、通 勤 交 流 率 は小 さい CBSA の常 住 就 業 者 が大 きい CBSA で働 く比 率 と小 さい CBSA の従

業 就 業 者 のうちで大 きい CBSA に居 住 している就 業 者 の比 率 の和 である。  

 

表 ―3 は、通 勤 流 出 先 の市 町 村 がどの程 度

分 散 しているかを表 している。他 の 1 市 町 村 へ

の通 勤 率 が 5％を超 えている市 町 村 は 2,702

あり、それらのうちで 5％を超 える相 手 先 市 町

村 数 が１つのものが 1,100、２つのものが 964、３

つのものが 468、４つのものが 140、５つのものが

28、６つのものが 2 である。流 出 先 市 町 村 の分

散 の 程 度 は 市 町 村 に よ っ て 大 き く 異 な っ てお

り、1 市 町 村 への通 勤 率 が 50％を超 えているも

の （ 富 谷 町 、和 光 市 、浦 安 市 、府 中 町 、狛 江

市 、保 谷 市 、長 与 町 、国 府 町 、内 灘 町 、市 川

市 、三 和 町 、香 焼 町 、石 狩 町 、武 蔵 野 市 、階

上 町 、八 雲 村 ）から、5％と 10％の間 の通 勤 率

の流 出 先 が 6 市 町 村 もある座 間 市 のような例 ま

で様 々である。 

 

表 ―3 他 市 町 村 への通 勤 率 と 

流 出 先 市 町 村 数  

 

流出先市
町村数 5% 10% 15% 20% 25% 30%

1 1,100 1,675 1,290 884 571 337
2 964 334 70 9 1 0
3 468 27 2 0 0 0
4 140 0 0 0 0
5 28 0 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0
合計 2,702 2,036 1,362 893 572 337

0

0

 
 

 

４．新しい都市圏定義の代替案 
 

都 市 圏 を定 義 する際 にほぼ前 提 とせざるを

えない条 件 として以 下 の 3 点 がある。 

(1) 多 くのデータは市 町 村 単 位 でしか存 在 しな

いの で市 町 村 を構 成 要 素 として都 市 圏 を

定 義 する必 要 がある。 

(2) 自 動 車 利 用 が急 速 に普 及 したために、人

口 密 度 の低 い地 域 から都 市 へ通 勤 するこ

とが可 能 になった。したがって、都 市 への通

勤 圏 の 定 義 に お い て 人 口 密 度 や 非 一 次

就 業 者 比 率 を用 いることの合 理 性 が薄 くな

ってきた。 

(3) 人 口 密 度 の条 件 として DID 人 口 を用 い、

それと市 町 村 間 通 勤 パターンを基 礎 として

都 市 圏 を設 定 する。 

また、都 市 圏 定 義 を選 択 する際 に考 慮 すべ

き点 として、以 下 の４つをあげることができる。 

(1) な る べ く 単 純 な 都 市 圏 定 義 基 準 で あ る こ

と。 

(2)  主 観 的 な判 断 によらない客 観 的 な基 準 が

望 ましい。 

(3) 都 市 圏 としてのまとまりをうまく把 握 できるよ

うな基 準 である必 要 がある。 

(4) 都 市 圏 と呼 ぶにふさわしい都 市 集 積 をもっ

た地 域 が都 市 圏 に入 り、そうでない地 域 が

都 市 圏 に 入 ら な い よ う な 基 準 が 必 要 で あ

る。 

通 勤 パターンをベースに都 市 圏 を設 定 する

際 には、 

(1) 通 勤 に加 えて通 学 を考 えるかどうか、 

(2) ある特 定 の郊 外 市 町 村 への通 勤 率 が高 い

2 次 的 な郊 外 市 町 村 、あるいはこの 2 次 郊

外 市 町 村 への通 勤 率 が高 い 3 次 の郊 外

市 町 村 等 を考 えるかどうか、 

を決 定 する必 要 がある。第 一 の点 については、

学 校 の立 地 が経 済 外 的 な要 因 で決 まる側 面

が大 きいことから、ここでは通 勤 に限 定 すること

にする。第 二 の点 については、日 本 の大 都 市

圏 において通 勤 パターンが複 雑 に入 り組 んで

おり、それを都 市 圏 定 義 になるべく反 映 するこ

とが望 ましいという考 え方 に立 って、2 次 的 な郊

外 市 町 村 も都 市 圏 に含 めることとする。また、2

次 的 、3 次 的 な郊 外 市 町 村 を都 市 圏 に入 れな

いとすると、これらの市 町 村 は自 立 都 市 圏 にな

るか、あるいは、どの都 市 圏 にも属 さなくなって

しまう。2 次 的 な郊 外 市 町 村 が自 立 した都 市

圏 で あ る と い う こ と は 自 然 で な い し 、 他 都 市 の

通 勤 圏 になっている市 町 村 がどの都 市 圏 に入

らないということもおかしい。 

以 上 を前 提 に 、大 きく分 けて３つのタイプの

都 市 圏 設 定 基 準 を比 較 検 討 する。 

 

従 業 常 住 比 基 準 ：一 定 以 上 の DID 人 口 を有

しているという条 件 と他 都 市 圏 の郊 外 でな

い と い う 条 件 に 加 え て 、 従 業 常 住 人 口 比

（市 町 村 で従 業 する従 業 者 数 をその市 町

村 に居 住 する従 業 者 数 で割 ったもの）が高

いといった雇 用 の中 心 としての条 件 を用 い

て、中 心 都 市 を定 義 する。郊 外 市 町 村 は

中 心 都 市 への通 勤 者 比 率 を用 いて設 定 さ

れる。 
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DID 人 口 基 準 ：中 心 都 市 の定 義 には DID 人

口 が 一 定 以 上 及 び 他 都 市 圏 の 郊 外 に な

っ て い な い と い う 条 件 だ け を 用 い る 。 郊 外

市 町 村 は中 心 都 市 への 通 勤 者 比 率 を用

いて設 定 する。中 心 都 市 を一 つだけにする

ケースと、複 数 の中 心 都 市 を許 容 するケー

スが考 えられる。後 者 のアプローチでは、郊

外 市 町 村 のうちで従 業 常 住 人 口 比 が高 い

市 町 村 を中 心 都 市 に加 え、複 数 市 町 村 か

ら構 成 される中 心 圏 に対 する通 勤 率 で郊

外 を定 義 することになる。 

都 市 圏 内 通 勤 率 基 準 ：中 心 都 市 の定 義 には

DID 人 口 が一 定 以 上 及 び他 都 市 圏 の郊

外 になっていないという条 件 だけを用 いる。

郊 外 市 町 村 は、他 の郊 外 市 町 村 も含 む都

市 圏 内 他 市 町 村 すべてへの 流 出 就 業 者

比 率 を用 いて設 定 する。郊 外 市 町 村 の設

定 のためには反 復 計 算 が必 要 である。 

 

表 ―4 は、これら３つのタイプの都 市 圏 設 定

基 準 について、都 市 圏 の数 を示 している 注 4 。

従 業 常 住 比 基 準 と DID 基 準 では、いずれのケ

ースについても通 勤 率 10％を郊 外 市 町 村 の

基 準 としており、これは SMEA と同 じである。 

都 市 圏 人 口 の合 計 は DID 基 準 複 数 中 心 が

最 も 大 き く 、 日 本 全 体 の 常 住 人 口 合 計

（125,439,273 人 ）の約 81.5％を占 めている。

都 市 圏 総 人 口 が最 小 なのは都 市 圏 内 通 勤 率

基 準 で通 勤 率 30％のケースであり、全 人 口 の

72.5％である。もちろん、これは通 勤 率 が 30％

と高 く設 定 されていることによる。 

 

 

表 ―4 都 市 圏 設 定 基 準 の代 替 案  
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DID人口基準 DID人口基準
単一中心 複数中心

DID人口 5万人以上 5万人以上 5万人以上 5万人以上
従業常住比 X以上 - - -

(1)他都市圏の郊
外でない

(2)総流出就業者
比率がY％未満

郊外 流出比率

中心都市都市へ
の流出就業者比
率合計がZ％以上

核都市への流出
就業者比率合計
がZ％以上

核都市への流出
就業者比率合計
がZ％以上

都市圏内市町村
すべてへの流出
就業者比率の合
計がZ％以上

DID人口 - -
Ｍ万人以上か中
心都市人口のＬ
分の1以上

-

以下の2つの条件
のいずれかを満
たす市（あるい
はDID人口が5万
人以上の区がこ
れら条件を満た
す 政 令 指 定 都
(1) 他都市圏の
郊外でない、

(2) 昼夜間人口
比がX以上

X=1，Z=10：104 Z=25：133
X=0.75,Y=50,
Z=10：142

Z=30：150

X=1，Z=10 Z=25
98,383,538 101,912,472 102,199,818 95,446,890
(78.4%) (81.2%) (81.5%) (76.1%)

X=0.75,Y=50,Z=10 Z=30
101,641,809 90,930,694
(81.0%) (72.5%)

注）都市圏人口は1995年の常住人口、都市圏人口比率はそれが日本の常住人口合計に占める割合
である。

-

Z=10：124 X=1,Z=10,M=10,
L=3：118

核都市

従業常住比 - -

都市圏数（1995年）

都市圏内通勤率
基準

流出比率

他都市圏の郊外
でない

他都市圏の郊外
でない

他都市圏の郊外
でない中心都市

都市圏設定基準 従業常住比基準

都市圏人口合計（人）
（都市圏人口比率）
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表―5 DID 人口基準単一中心に置ける従業常住 

比率 0.9 未満中心都市の通勤流出 

 

市町村名 地域
コード

常住人
口

従業常
住比率

従業地
名 通勤率

11206 86,170 0.84 東京 0.071
熊谷 0.09

13205 137,202 0.85 羽村 0.073
東京 0.073

14211 164,686 0.73 東京 0.053
伊勢原 0.051
厚木 0.074

13228 75,339 0.64 東京 0.083
昭島 0.062
八王子 0.057
立川 0.052

23202 322,463 0.88 名古屋 0.057
豊田 0.071

岡崎

行田

青梅

秦野

あきる野

 
 

 

従 業 常 住 比 基 準 と DID 基 準 は中 心 都 市 の

設 定 基 準 に相 違 があるが、いずれも通 勤 率 が

10 ％ と 設 定 さ れ て い る 。 し た が っ て 、 最 も 都 市

圏 人 口 の小 さい従 業 常 住 比 1 のケースでも全

人 口 の約 78.4％であり、80％前 後 の狭 い範 囲

に入 っている。SMEA も通 勤 率 は 10％である

が、都 市 圏 人 口 シェアは約 77.2％であり、これ

らより若 干 小 さくなっている。これは、都 市 的 で

な い 市 町 村 が 都 市 圏 か ら 除 外 さ れ て い る こ と

と、中 心 都 市 の DID 人 口 5 万 人 が以 上 という

条 件 の代 わりに都 市 圏 の人 口 合 計 が 10 万 人

以 上 という条 件 が付 けられているためである。 

従 業 常 住 比 基 準 で は 、 (1) 中 心 都 市 と し て

従 業 常 住 比 が 1 以 上 であるものをとるケースと

(2)中 心 都 市 として従 業 常 住 比 が 0.75 以 上 で

かつ他 市 町 村 への流 出 就 業 者 数 の合 計 が常

住 就 業 者 の 50％未 満 である市 町 村 をとるケー

スとを例 示 している。第 一 のケースでは都 市 圏

の数 は 104 であり、DID 人 口 が 5 万 人 を超 える

市 町 村 でどの都 市 圏 にも属 さないものが数 多

く（22 市 ）存 在 する。従 業 常 住 比 を 0.75 まで低

くすると、総 流 出 就 業 者 率 が 50％未 満 という

条 件 を加 えても、都 市 圏 数 は 142 まで増 加 す

る。DID 人 口 が 5 万 人 を超 える市 町 村 でどの

都 市 圏 にも属 さないものは、あきる野 市 と秦 野

市 の 2 市 のみである。 

DID 人 口 基 準 では、中 心 都 市 が一 都 市 で

あるケース（ 単 一 中 心 ） と、郊 外 都 市 の なかで

従 業 常 住 比 が高 いものを核 都 市 と呼 んで中 心

都 市 に加 えるケース（複 数 中 心 ）とを考 えてい

る。後 者 については、中 心 都 市 と比 較 してあま

りに小 さい市 町 村 が核 都 市 になるのを避 けるた

めに、中 心 都 市 の 3 分 の 1 以 上 の DID 人 口 を

もつか、DID 人 口 が 10 万 人 以 上 のいずれかで

あるという条 件 を加 えている。単 一 中 心 の場 合

には都 市 圏 数 は 124 となり、複 数 中 心 の場 合

には 118 となる。都 市 圏 人 口 の合 計 は逆 に後

者 の方 が若 干 大 きくなっているがその差 は小 さ

い。 

DID 人 口 基 準 では、定 義 上 、DID 人 口 が 5

万 人 を超 える市 町 村 はすべて都 市 圏 に含 まれ

る。しかし、複 数 の 都 市 の ベッドタウンとなって

いて自 立 的 な都 市 圏 ではないものが都 市 圏 を

形 成 してしまう可 能 性 がある。 

表 ―5 は、単 一 中 心 ケースで従 業 常 住 比 率

が 0.9 未 満 の中 心 都 市 の通 勤 流 出 状 況 を表

している。あきる野 市 と秦 野 市 はとりわけベッド

タ ウ ン の 性 格 が 強 く 、 従 業 常 住 比 が そ れ ぞ れ

0.64 と 0.73 である。これらの２つの都 市 では

5％以 上 の通 勤 先 が３つ以 上 存 在 しているため

に、ベッドタウンであってもどの都 市 圏 の郊 外 に

も含 まれない。複 数 中 心 の場 合 にはこういった

ケ ー ス は 減 少 し 、 あ き る 野 市 と 秦 野 市 は 東 京

圏 に含 まれる。 

都 市 圏 内 通 勤 率 で は 通 勤 率 を 高 く 設 定 し

ても他 の 2 者 に比 べて東 京 と大 阪 の規 模 が大

きくなる傾 向 がある。これは都 市 圏 内 での通 勤

パターンが複 雑 に入 り組 んでいることを反 映 し

て い る 。 ま た 、 通 勤 率 を 高 く 設 定 し た の で 、 郊

外 市 町 村 の数 が少 ない中 小 都 市 圏 は規 模 が

小 さくなる傾 向 をもつ。また、都 市 圏 通 勤 率 基

準 では、郊 外 都 市 への通 勤 も通 勤 率 条 件 にカ

ウントされるので、通 勤 率 が 25％であってもあき

る野 市 や秦 野 市 も他 都 市 （東 京 ）の郊 外 にな

る。ただし、通 勤 率 30％では秦 野 市 は単 独 の

都 市 圏 を形 成 する。 

残 念 なが ら、どの タイプの 都 市 圏 設 定 基 準

が望 ましいかを判 断 する理 論 的 な枠 組 みは存

在 しない。ここでは、 

(1) 人 口 密 度 が高 くて都 市 的 性 格 が濃 厚 な地

域 がもれなくいずれかの都 市 圏 に含 まれる

べきである、 

という観 点 から、従 業 常 住 比 基 準 を除 外 し、 

(2) 都 市 圏 内 通 勤 率 基 準 で は 、 大 都 市 圏 が

大 きくなり中 小 都 市 圏 が小 さくなる傾 向 が

強 く、都 市 圏 の大 小 によって大 きな格 差 が

発 生 する、 

という観 点 から、DID 人 口 基 準 の方 が都 市 圏

内 通 勤 率 基 準 より望 ましいと判 断 する。以 下 で
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中 心 市 町 村 の条 件 ： は、DID 人 口 基 準 についていくつかの選 択 肢

をあげ、それらのうちでどれが望 ましいかを検 討

する。 

(1) DID 人 口 が 1 万 以 上 の市 町 村 を中 心 都 市

候 補 とする。ただし、それらのなかで DID 人

口 が 5 万 人 以 上 の市 町 村 を大 都 市 圏 と呼

び、DID 人 口 が 1 万 人 以 上 5 万 人 未 満 の

中 心 都 市 からなる都 市 圏 を小 都 市 圏 と呼

んで区 別 する。 

 

５．ＤＩＤ人口基準による都市圏設定 
 

DID 人 口 基 準 を採 用 するとしても、 
(2) 他 市 町 村 の郊 外 となっている市 町 村 は中

心 都 市 から除 外 する。 
(1) 中 心 都 市 を 市 町 村 ベース（東 京 に ついて

は 23 区 合 計 ）で決 めるのか、あるいはより

細 かい区 のデータを用 いて決 めるのか、 (3) 相 互 に 通 勤 率 が基 準 値 以 上 となっている

双 方 向 通 勤 の場 合 には、通 勤 率 が大 きい

方 を小 さい方 の郊 外 とし、小 さい方 を中 心

都 市 とする。 

(2) 中 心 都 市 を 単 一 の 市 町 村 に 限 定 す る の

か、あるいは複 数 の市 町 村 から構 成 される

中 心 都 市 を許 容 するか、 
(4) 郊 外 市 町 村 のなかで従 業 常 住 人 口 比 が 1

以 上 であり、しかも、DID 人 口 が中 心 市 町

村 の 3 分 の 1 以 上 か、あるいは 10 万 以 上

である市 町 村 をその都 市 圏 の中 心 都 市 に

組 み入 れる。ここで DID 人 口 に関 する基 準

を 設 け た の は 、 中 心 都 市 が 複 数 で あ る 都

市 圏 は東 京 や大 阪 のような大 都 市 圏 が多

く、その場 合 に DID 人 口 が小 さい市 町 村 を

中 心 都 市 の一 つとするのは不 釣 り合 いであ

るからである。政 令 指 定 都 市 については、

市 全 体 で は 従 業 常 住 人 口 比 の 基 準 を満

たしていなくても、一 つあるいは複 数 の区 が

上 の 条 件 を 満 た し て い れ ば 、 （ 市 全 体 を ）

中 心 都 市 に加 える。 

という選 択 を行 う必 要 が ある。また、郊 外 都 市

の条 件 として用 いる中 心 都 市 への通 勤 率 を何

パーセントの水 準 に設 定 するかも決 める必 要 が

ある。以 下 では、 

（Ａ）「市 町 村 複 数 中 心 」として、市 町 村 ベース

で中 心 都 市 を設 定 し、中 心 都 市 が複 数 市

町 村 から構 成 されることを許 すケース、 

（Ｂ）「市 町 村 単 一 中 心 」として、市 町 村 ベース

で中 心 都 市 を設 定 し、中 心 都 市 を単 一 の

市 町 村 に限 るケース、 

（ Ｃ ） 「 区 市 町 村 複 数 中 心 」 と し て 、 政 令 指 定

都 市 については区 ベースで中 心 都 市 及 び

郊 外 都 市 を設 定 し、中 心 都 市 が複 数 の区

市 町 村 から構 成 されうるケース、 
 の３つを検 討 する。区 市 町 村 ベースの単 一 中

心 も 簡 単 に 設 定 で きるが 、この 場 合 に は政 令

指 定 都 市 を含 む都 市 圏 が 小 さくなりすぎる傾

向 が顕 著 であるので、考 慮 の対 象 から外 してい

る。郊 外 都 市 の条 件 の通 勤 率 については 10％

と 15％を主 として考 えるが、特 に市 町 村 複 数

中 心 のケースについては 20％の基 準 について

も検 討 する。 

郊 外 市 町 村 の条 件 ： 

(1) 中 心 都 市 への通 勤 率 が一 定 以 上 の市 町

村 をその中 心 都 市 の郊 外 市 町 村 とする。 

(2) 中 心 都 市 が複 数 の市 町 村 から構 成 される

場 合 には、それらの市 町 村 全 体 への通 勤

率 を用 いる。 

(3) 同 じ市 町 村 が複 数 の中 心 都 市 の郊 外 とな

る条 件 を満 たしている場 合 には、通 勤 率 が

最 大 の中 心 都 市 の郊 外 とする。 
３つのケースについての都 市 圏 設 定 手 順 は

以 下 の通 りである。 
(4) 郊 外 市 町 村 の 郊 外 に な っ て い る 2 次 郊

外 、その郊 外 になっている 3 次 郊 外 、さらに

その郊 外 になっている 4 次 郊 外 等 も郊 外 に

含 める。ある郊 外 市 町 村 の 2 次 郊 外 は、そ

の郊 外 市 町 村 への通 勤 率 が最 大 で、かつ

基 準 値 以 上 であるものである注 5。3 次 、4 次

の郊 外 も同 様 に定 義 される。 

 

（A）「市 町 村 複 数 中 心 」 

中 心 都 市 が 複 数 の 市 町 村 か ら 構 成 さ れ る

場 合 には、郊 外 市 町 村 のなかで一 定 の条 件 を

満 たすものを中 心 都 市 に組 み込 むことになる。

中 心 都 市 が 拡 大 す る と 、 郊 外 市 町 村 が 増 加

し、これによって中 心 都 市 に入 る市 町 村 がさら

に 増 加 する可 能 性 が ある。したが って、「市 町

村 複 数 中 心 」の場 合 には、中 心 都 市 への組 み

入 れと郊 外 市 町 村 の設 定 を収 束 するまで繰 り

返 す 必 要 が あ る 。 具 体 的 に は以 下 の ような基

準 と手 続 きを用 いた。 

(5) 同 じ 市 町 村 が 中 心 都 市 及 び 他 の 郊 外 市

町 村 の郊 外 としての条 件 を満 たしている場

合 には、通 勤 率 がより大 きいものの郊 外 で

あ る と す る 。 つ ま り 、 郊 外 市 町 村 の 基 準 が

15％で、Ａ市 から中 心 都 市 のＢ市 への通 勤

率 が 16％で、Ｂ市 の郊 外 であるＣ市 への通 
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勤 率 が 17％である場 合 には、Ａ市 はＣ市 の

郊 外 であり、Ｂ市 の 2 次 的 な郊 外 であるとす

る。 

 

都 市 圏 設 定 手 順 ： 

(1)第 一 ラウンド 

①中 心 市 町 村 候 補 として DID 人 口 が 1 万 以

上 の市 町 村 を抽 出 する。 

②中 心 市 町 村 候 補 の中 から他 の中 心 市 町 村

候 補 の郊 外 市 町 村 になるものを除 外 する。 

③以 下 の手 続 きで郊 外 市 町 村 のリストを作 成

する。 

a)中 心 市 町 村 への通 勤 率 が基 準 値 以 上 の

市 町 村 を抽 出 する。抽 出 した各 市 町 村 に

ついて通 勤 率 が最 大 となる中 心 市 町 村 を

選 択 する。これによって（1 次 ）郊 外 市 町 村

の候 補 が決 まる。 

b) １ 次 郊 外 市 町 村 へ の 通 勤 率 が 基 準 値 以

上 の市 町 村 を抽 出 し、2 次 郊 外 市 町 村 の

候 補 を求 める。 

c) 2 次 郊 外 市 町 村 への通 勤 率 が基 準 値 以

上 の市 町 村 を抽 出 し、3 次 郊 外 市 町 村 の

候 補 を求 める。（通 勤 率 の基 準 値 が 10％

以 上 の場 合 には 4 次 以 降 の郊 外 市 町 村

は存 在 しなかった。） 

d)市 町 村 が 1 次 の郊 外 でもあり、2 次 あるい

は 3 次 の郊 外 でもある場 合 には、通 勤 率 が

大 きい方 を選 択 する。 

e)以 上 をまとめて、各 都 市 圏 の 1 次 、2 次 、3

次 の郊 外 市 町 村 リストを作 成 する。 

 

(2)第 二 ラウンド 

① 第 一 ラ ウ ン ド で 得 ら れ た 郊 外 市 町 村 の う ち

で、 

a)従 業 常 住 人 口 比 が 1 以 上 、 

b)DID 人 口 が 10 万 以 上 であるか、あるいは、

中 心 市 町 村 の DID 人 口 の 3 分 の 1 以 上 、 

の２つの条 件 を満 たす市 町 村 を抽 出 し、これ

らを所 属 する都 市 圏 の 中 心 都 市 に 加 える。

また、横 浜 市 、川 崎 市 、千 葉 市 は市 全 体 で

は従 業 常 住 人 口 比 の基 準 を満 たさないが、

一 つあるいは複 数 の区 が、a)と b)の条 件 を満

たしている。したがって、これらの 3 市 について

も（市 全 体 を）中 心 都 市 に加 える。 

②各 都 市 圏 の 中 心 都 市 （ 複 数 市 町 村 の ケー

スもある）への通 勤 率 （中 心 市 町 村 が複 数 の

場 合 にはそれらへの合 計 ）を計 算 し、それが

基 準 値 以 上 の場 合 にその都 市 圏 の（1 次 ）

郊 外 市 町 村 候 補 とする。基 準 値 を超 える中

心 都 市 が複 数 存 在 する場 合 には、最 も通 勤

率 が大 きい中 心 都 市 の郊 外 とする。2 次 、3

次 の郊 外 市 町 村 は第 一 ラウンドと同 じ手 続 き

を採 用 する。 

 

第 三 ラ ウ ン ド 以 降 は 、 第 二 ラ ウ ン ド と 同 じ手

続 きを繰 り返 す。なお、郊 外 市 町 村 を中 心 都

市 に加 える条 件 の b)については、第 一 ラウンド

における中 心 都 市 1 市 町 村 の DID 人 口 の 3

分 の 1 以 上 とする。郊 外 市 町 村 の通 勤 率 が

10％の場 合 には、第 三 ラウンドで収 束 した。通

勤 率 の基 準 値 が 15％及 び 20％の時 には第 二

ラウンドで収 束 した。 

 

（B）「市 町 村 単 一 中 心 」 

単 一 中 心 の都 市 圏 では複 数 中 心 都 市 圏 の

ような繰 り返 しは必 要 ない。中 心 市 町 村 は、複

数 中 心 の中 心 市 町 村 の条 件 (1)～(3)を用 いて

設 定 する。郊 外 市 町 村 の条 件 は複 数 中 心 の

(1) と (3) だ け に な る 。 都 市 圏 設 定 手 順 は 複 数

中 心 の第 一 ラウンドと同 じである。 

 

（C）「区 市 町 村 複 数 中 心 」 

「 区 市 町 村 複 数 中 心 」 は 「 市 町 村 複 数 中

心 」の政 令 指 定 都 市 を区 データに置 き換 える。

後 の処 理 は基 本 的 に同 じである。ただし、簡 単

化 のために、1 次 の郊 外 市 町 村 とするか 2 次 の

それとするかについては、1 次 の方 を優 先 し、

通 勤 率 が基 準 値 を超 えていれば、1 次 の郊 外

市 町 村 とした。 

中 心 市 町 村 の DID 人 口 が 5 万 人 を超 える

都 市 圏 に限 定 して、以 上 の 3 タイプの都 市 圏

の設 定 結 果 を比 較 すると、表 ―6 のようになる。

市 町 村 単 一 中 心 と区 市 町 村 複 数 中 心 は通 勤

率 が 10％と 15％のケースを掲 載 しており、市 町

村 複 数 中 心 についてはこれらの 2 ケースに加 え

て 20％のケースも提 示 してある。 

都 市 圏 数 を見 ると、通 勤 率 が同 じであれば、

複 数 中 心 の方 が若 干 都 市 圏 数 が少 ないことが

分 かる。10％のケースでは単 一 中 心 都 市 圏 は

124 であるのに対 して、市 町 村 複 数 中 心 は 118

で あ る 。 区 市 町 村 複 数 中 心 は こ れ ら の 間 の

122 となっている。複 数 中 心 の場 合 には中 心

都 市 が大 きくなるので、より広 い範 囲 の市 町 村

を都 市 圏 に包 含 するようになるからである。ただ

し、都 市 圏 人 口 合 計 にはほとんど差 がない。ま

た、区 市 町 村 複 数 中 心 の方 が市 町 村 単 一 中

心 よりも都 市 圏 人 口 合 計 が小 さくなっている。

これは、政 令 指 定 都 市 の一 部 の区 だけが中 心

都 市 となるので、大 都 市 圏 において中 心 都 市

が 小 さくなる傾 向 が あるからである。たとえば、
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表 ―7 は、中 心 都 市 でありながら従 業 常 住

比 が 0.8 未 満 である市 を抜 き出 している。単 一

中 心 の場 合 には、通 勤 率 を 10％に設 定 しても

あ き る 野 市 と 秦 野 市 が 中 心 都 市 と な っ て し ま

う 。 こ れ に 対 し て 、 市 町 村 複 数 中 心 の 場 合 に

は、通 勤 率 を 10％に設 定 すると、従 業 常 住 比

が 0.8 未 満 の中 心 都 市 は存 在 しない。区 市 町

村 複 数 中 心 の場 合 には通 勤 率 が 10％であれ

ば、秦 野 市 だ けが中 心 都 市 になるが、15％に

上 げると、6 市 すべてが中 心 都 市 になってしま

う。なお、市 町 村 複 数 中 心 の場 合 には、通 勤

率 が 15％でも秦 野 市 だけが中 心 都 市 になる。 

札 幌 の 場 合 に は、区 市 町 村 複 数 中 心 の ケー

スの中 心 都 市 は中 央 区 だけであり、札 幌 市 全

体 を中 心 都 市 とする場 合 よりも都 市 圏 が小 さく

なる。東 京 都 市 圏 についても同 じであり、東 京

23 区 の中 では 14 区 、横 浜 市 の中 では西 区 、

中 区 、 川 崎 市 の 中 で は 川 崎 区 、 千 葉 市 の 中

では中 央 区 、美 浜 区 だけが中 心 都 市 となる。 

通 勤 率 の基 準 値 を変 えると都 市 圏 数 も都 市

圏 人 口 合 計 もかなり変 化 する。10％から 15％

に上 げると、都 市 圏 数 は 20 以 上 増 加 し、都 市

圏 人 口 比 率 （都 市 圏 人 口 と全 人 口 の比 率 ）は

4～5％減 少 する。 

 

 

表 ―6 DID 基 準 による都 市 圏 設 定 結 果 の比 較 （中 心 都 市 のＤＩＤ人 口 5 万 人 以 上 ） 

 

通勤率 通勤率 通勤率 通勤率 通勤率 通勤率 通勤率
10% 15% 10% 15% 10% 15% 20%

124 149 122 155 118 139 159
101,912,472 101,912,472 96,007,865 100,875,927 102,199,818 96,452,473 91,710,555

81.20% 76.50% 80.40% 75.50% 81.50% 76.90% 73.10%
都市圏人口合計
都市圏人口比率

都市圏数

市町村単一中心 区市町村複数中心 市町村複数中心

 
 

 

表 ―７ DID 人 口 基 準 都 市 圏 における従 業 常 住 比 率 0.8 未 満 の中 心 市  

 

10% 15% 10% 15% 10% 15% 20%
あきる野市 13228 0.64 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ
江南市 23217 0.66 Ｘ Ｘ
秦野市 14211 0.73 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ
加古川市 28210 0.77 Ｘ Ｘ
瀬戸市 23204 0.78 Ｘ
貝塚市 27208 0.78 Ｘ Ｘ Ｘ

注）Ｘのついている市は中心都市。その他は他都市の郊外。

区市町村
複数中心

市町村
複数中心市町村名 地域

コード
従業常
住比率

市町村
単一中心

 
 

 

表 ―8 は市 町 村 複 数 中 心 において中 心 都

市 が複 数 の市 町 村 で構 成 されるものを抜 き出

している。通 勤 率 を 10％にすると、土 浦 市 （つく

ば 都 市 圏 ） 、 大 泉 町 （ 太 田 都 市 圏 ） 、 厚 木 市

（東 京 都 市 圏 ）が、新 たに複 数 中 心 に加 わる。 

次 に、どの都 市 圏 設 定 基 準 が望 ましいかを

検 討 したい。第 一 に、単 一 中 心 基 準 は大 都 市

圏 における複 雑 な相 互 依 存 関 係 を捉 えること

ができないという重 要 な欠 点 をもっている。図 ―

2 は、複 数 中 心 基 準 を採 用 したときの通 勤 率

10％の東 京 都 市 圏 を示 している。単 一 中 心 の

場 合 は、従 業 常 住 比 率 が低 いあきる野 市 や秦

野 市 までが中 心 都 市 になり、東 京 都 市 圏 は東

京 、成 田 、青 梅 、あきる野 、平 塚 、厚 木 、秦 野

の７つの都 市 圏 に分 割 されてしまう。 

第 二 に、区 市 町 村 基 準 はより細 かい地 域 デ

ータを使 えるという長 所 があるが、政 令 指 定 都

市 が増 加 する毎 に都 市 圏 設 定 が大 幅 に変 更

されるという問 題 点 ももっている。これらの問 題

を考 えると、当 面 のところは市 町 村 ベースの複

数 中 心 都 市 基 準 が望 ましいと思 われる。 

ただし、中 心 都 市 が複 数 の場 合 の基 準 をど

うすべきかについては議 論 があるであろう。ここ

では、DID 人 口 が最 初 に抽 出 された中 心 都 市

のそれの 3 分 の 1 以 上 か、10 万 人 以 上 という

条 件 を設 定 したが、この条 件 が望 ましいかにつ
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いてはさらに検 討 する必 要 がある。 

もう一 つの問 題 は通 勤 率 の基 準 値 をどう設

定 するかである。日 本 の都 市 圏 の通 勤 構 造 は

非 常 に入 り組 んでいるので、アメリカのような高

い通 勤 率 （新 しい都 市 圏 では 25％）を設 定 す

るのは望 ましくない。ベッドタウンが郊 外 市 町 村

として分 類 されることを保 証 するためには 10％

まで基 準 を下 げることが必 要 になる。 

 

表―8 市町村基準複数中心における 

複数中心市 

 

つくば つくば 土浦 つくば
太田 太田 大泉町

東京 横浜 東京 横浜
立川 武蔵野 立川 武蔵野
府中 千葉 府中 千葉
川崎 厚木 川崎

名古屋 名古屋 小牧 名古屋 小牧
大阪 東大阪 大阪 東大阪
門真 門真
徳山 下松 徳山 下松
新南陽 新南陽

中心市
通勤率15％

東京

大阪

徳山

MEA
中心市
通勤率10％

 

 

検 討 す べ き 課 題 は 多 い が 、 こ こ で は 、 通 勤

率 10％の DID 人 口 に基 づく複 数 中 心 都 市 基

準 を採 用 し、都 市 雇 用 圏 （Urban Employment 

Area）と呼 ぶ。これらのうちで、中 心 都 市 の DID

人 口 が 5 万 人 以 上 の都 市 圏 を大 都 市 雇 用 圏

（ Metropol i tan Employment Area ） と 呼 び 、 1

万 人 か ら 5 万 人 の も の を 小 都 市 雇 用 圏

（ Micropol i tan Employment Area ） と 呼 ぶ 。

1995 年 の国 勢 調 査 結 果 にこの基 準 を適 用 す

ると、表 ―9 にあるように、118 の大 都 市 雇 用 圏

と 160 の小 都 市 雇 用 圏 が定 義 される注 6。 

 

 

表―9 都市雇用圏の設定結果 

 

都市
圏数

都市圏人口
（人）

中心
都市
数

郊外
市町
村数

大都市雇用圏 118 102,199,818 132 1,300
小都市雇用圏 160 12,851,174 162 481  

 

 

 

図―2 複数中心の東京都市圏 

複数中心の東京都市圏
に加わる 市町村

あき る 野

厚木

秦野

成田

青梅

東京

平塚

単一中心の都市圏

 

６．おわりに 

 

本 稿 では日 本 の都 市 圏 の定 義 としてどういう

ものが望 ましいかを検 討 した。狭 い国 土 を反 映

して、日 本 の都 市 は相 互 に隣 接 し、複 雑 な交

流 パターンをもっている。こういった複 雑 な相 互
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交 流 を反 映 するために、中 心 都 市 を複 数 設 定

しうる方 式 を提 案 した。また、郊 外 市 町 村 の条

件 として設 定 する通 勤 率 については、２つ以 上

の市 町 村 のベッドタウンとなっているケースがか

なりの程 度 存 在 することを考 慮 して、10％という

低 い水 準 に設 定 した。本 稿 で提 案 した都 市 圏

設 定 基 準 をまとめると表 ―10 のようになる。 

なお、中 心 市 町 村 の条 件 を適 用 するにあた

っては、相 互 に通 勤 率 が基 準 値 以 上 となって

いる双 方 向 通 勤 の場 合 は、通 勤 率 が大 きい方

を小 さい方 の郊 外 とし、小 さい方 を中 心 都 市 と

する。また、郊 外 市 町 村 のなかで(2)の条 件 に

よ り そ の 都 市 圏 の 中 心 都 市 に 組 み 入 れ る 際

に、政 令 指 定 都 市 については、中 心 都 市 とし

ての条 件 を具 えた区 が存 在 することを踏 まえ、

市 全 体 では従 業 常 住 人 口 比 の基 準 を満 たし

ていなくても、一 つあるいは複 数 の区 が上 の条

件 を満 たしていれば、市 全 体 を中 心 都 市 に加

える。 

都 市 圏 の定 義 を標 準 化 して、様 々な統 計 デ

ー タ を 都 市 圏 ベ ー ス で 提 供 す る こ と の 価 値 は

大 きい。現 状 では、データが収 集 されているに

もかかわらず、利 用 できないものが特 に市 町 村

データには多 い。たとえば、工 業 統 計 表 、商 業

統 計 表 、 事 業 所 統 計 等 で 産 業 分 類 を 細 か く

すると、一 市 町 村 にごく小 数 の企 業 しか存 在 し

なくなるケースが出 てくる。このような場 合 には、

個 別 企 業 の 情 報 が 明 ら か に な る の で 、 デ ー タ

が 秘 匿 さ れ る 。 多 く の 人 々 が 共 通 に 利 用 す る

都 市 圏 が設 定 されていれば、都 市 圏 単 位 でデ

ータを集 計 し、それを公 表 することが可 能 にな

る。都 市 圏 単 位 で集 計 すれば、秘 匿 にしなけ

ればならないケースは激 減 するものと思 われる。 

都 市 圏 の定 義 としてどういうものが最 適 かに

関 する理 論 的 基 礎 は未 だ存 在 しない。したが

って、ここでの結 論 は暫 定 的 かつ主 観 的 なもの

に留 まらざるを得 ない。様 々な見 地 からの批 判

や改 善 の提 案 を仰 ぎたい。また、都 市 雇 用 圏

（UEA）による都 市 圏 データは以 下 のインターネ

ット・サイト 
h t t p : / / w w w . e . u - t o k y o . a c . j p / ~ k a n e mo t o / M E A / me a . h t m 
からダウンロード可 能 である。 
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表 ― 10  都 市 雇 用 圏 （ Urban Employment 

Area）の設 定 基 準  

 

都市圏設
定基準

都市雇用圏（Urban Employment Area）

大 都 市 雇 用 圏 （ Metroplitan Employment
Area）：中心市町村のDID人口が5万以上

小 都 市 雇 用 圏 （ Micropolitan Employment
Area）：中心市町村のDID人口が1万以上5万未
満

都市圏 DID人口が1万以上の市町村を含む。
以下の条件のいずれかを満たす市町村を中心都
市とする。複数存在する場合には、それらの集
合を中心とする。

(1) DID人口が1万以上の市町村で、他都市の郊
外でない。

(2) 郊外市町村の条件を満たすが、(a) 従業常
住人口比が1以上で、(b) DID人口が中心市町村
の3分の1以上か、あるいは10万以上である。

中心都市への通勤率が
(a) 10％以上のものを（1次）郊外市町村と
し、

(b) 郊外市町村への通勤率が10％を超え、しか
も通勤率がそれ以上の他の市町村が存在しない
場合には、その市町村を2次以下の郊外市町村
とする。

ただし、
(1) 相互に通勤率が10％以上である市町村ペア
の場合には、通勤率が大きい方を小さい方の郊
外とする。

(2) 中心都市が複数の市町村から構成される場
合には、それらの市町村全体への通勤率が10％
以上の市町村を郊外とする。

(3) 通勤率が10％を超える中心都市が2つ以上
存在する場合には、通勤率が最大の中心都市の
郊外とする。

(4) 中心都市及び郊外市町村への通勤率がそれ
ぞれ10％を超える場合には、最大の通勤率のも
のの郊外とする。

区分

中心都市

郊外

 
 
 
脚注 
注 1 アメリカにおける都市圏の見直しと新たな基準の提

案の経緯については、Office of Management and 
Budget (1998)13), (1999)14)を併せて参照のこと。 

注 2 ただし、ニューイングランド地域では例外的に市町村

を基礎的単位としている。 

注 3 ＤＩＤとは，市町村の境界内で人口密度の高い（原則

として人口密度が１km2 当たり約 4,000 人以上）国勢

調査の調査区が隣接して，調査時に人口 5,000 人以

上を有する地域である．アメリカの Urbanized Area 及

び Urban Cluster は複数の行政区域にまたがって設

定されていることがあるが、日本では各市町村の中に
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設定されている。 

注 4 条件を満たす都市圏市町村の抽出は、平成 7 年度

国勢調査の従業地・通学地集計を用いて、Microsoft 

Access 2000 で行った。 

注 5 この定義では、郊外を含む都市圏外の特定の市町

村への通勤率が最大になっている市町村は、郊外市

町村への通勤率が基準値を上回っていても 2 次郊外

にはならないことに注意が必要である。たとえば、Ａ市

の郊外のＢ市への通勤率が 12％であるＣ町はＢ市へ

の通勤率が最大であれば、Ａ市の 2 次郊外になる。し

かし、都市圏外のＤ町への通勤率が 13％であり、Ｂ市

への通勤率が最大でない場合には、Ａ市の 2 次郊外

にはならず、都市圏に属さないＤ町の郊外になる。 

注 6 DID 人口に基づく複数中心都市基準により定義され

た通勤率 10％の都市圏の中心都市と郊外の詳細

は、金本良嗣・徳岡一幸（2001）15)に公表されている。 
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PROPOSAL FOR THE STANDARDS OF  
METROPOLITAN AREAS OF JAPAN 

 
Yoshitsugu KANEMOTO, Kazuyuki TOKUOKA 

 
In the U.S. a variety of statistical data are provided for metropolitan areas defined by the government.  There is 

no counterpart in Japan and the only metropolitan area definitions that are available are those proposed by a few re-

searchers.  This article proposes a new metropolitan area definition that can be used widely by researchers and pol-

icy makers.  We welcome any comments and criticisms on our proposal. 


